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規 則

北海道児童福祉施設費用徴収規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成２０年７月１日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第７４号

北海道児童福祉施設費用徴収規則の一部を改正する規則
北海道児童福祉施設費用徴収規則（昭和６２年北海道規則第１８号）の一部を次のように改正
する。
別表第２の表Ａの事項中「被保護世帯」の次に「及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進
及び永住帰国後の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）による支援給付受給世
帯」を加え、同表Ｄ１の事項中「３０，０００円」を「１５，０００円」に改め、同表Ｄ２の事項中

「３０，００１円」を「１５，００１円」に、「８０，０００円」を「４０，０００円」に改め、同表Ｄ３の事項中
「８０，００１円」を「４０，００１円」に、「１４０，０００円」を「７０，０００円」に改め、同表Ｄ４の事項中
「１４０，００１円」を「７０，００１円」に、「２８０，０００円」を「１８３，０００円」に改め、同表Ｄ５の事項
中「２８０，００１円」を「１８３，００１円」に、「５００，０００円」を「４０３，０００円」に改め、同表Ｄ６の事
項中「５００，００１円」を「４０３，００１円」に、「８００，０００円」を「７０３，０００円」に改め、同表Ｄ７の
事項中「８００，００１円」を「７０３，００１円」に「１，１６０，０００円」を「１，０７８，０００円」に改め、同表Ｄ
８の 事 項 中「１，１６０，００１円」を「１，０７８，００１円」に、「１，６５０，０００円」を「１，６３２，０００円」
に 改 め、同 表Ｄ９の 事 項 中「１，６５０，００１円」を「１，６３２，００１円」に、「２，２６０，０００円」を
「２，３０３，０００円」に 改 め、同 表Ｄ１０の 事 項 中「２，２６０，００１円」を「２，３０３，００１円」に、
「３，０００，０００円」を「３，１１７，０００円」に 改 め、同 表Ｄ１１の 事 項 中「３，０００，００１円」を
「３，１１７，００１円」に、「３，９６０，０００円」を「４，１７３，０００円」に 改 め、同 表Ｄ１２の 事 項 中
「３，９６０，００１円」を「４，１７３，００１円」に、「５，０３０，０００円」を「５，３３４，０００円」に改め、同表Ｄ
１３の事項中「５，０３０，００１円」を「５，３３４，００１円」に、「６，２７０，０００円」を「６，６７４，０００円」に改
め、同表Ｄ１４の事項中「６，２７０，００１円」を「６，６７４，００１円」に改め、同表末尾欄外注２の事項
中「及び第２項」を「から第３項まで」に、「並びに第４１条の１９の２第１項」を「、第４１条
の１９の２第１項及び第４１条の１９の３第１項」に改め、同注４の事項中「及び母子生活支援施
設」を「、母子生活支援施設、児童自立支援施設通所部及び情緒障害児短期治療施設通所
部」に改め、同注６の事項中「支給されている場合」の次に「又は同一世帯の児童が障害者
自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第５条第７項に規定する児童デイサービスを利用して
いる場合」を加え、同注７の事項�中「（平成１７年法律第１２３号）」を削り、同注１０の事項
を同注１１の事項とし、同注９の事項を同注１０の事項とし、同注８の事項�中「１６，８００円」を
「８，４００円」に改め、同事項を同注９の事項とし、同注７の事項の次に次の１事項を加える。
８ 里親に委託されている児童及び母子生活支援施設に入所している児童が児童自立支援
施設又は情緒障害児短期治療施設へ通所する場合においては、これらの施設に入所して
いるものとしたならば徴収されるべき金額をその月の開所日数（休日（北海道の休日に
関する条例（平成元年北海道条例第２号）第１条第１項各号に掲げる日をいう。）を除
く。）で除して得た額にその月の通所した日数を乗じて得た額（その額に１００円未満の
端数があるときは、これを切り捨てた額）を徴収金の額とする。
附 則

この規則は、平成２０年７月１日から施行する。

北海道屋外広告物条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成２０年７月１日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第７５号
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北海道屋外広告物条例施行規則の一部を改正する規則
北海道屋外広告物条例施行規則（昭和２６年北海道規則第１７号）の一部を次のように改正す
る。
第１条の２第１号中「北海道美しい景観のくにづくり条例（平成１３年北海道条例第５７号）
第２１条に規定する北海道美しい景観のくにづくり審議会」を「北海道景観条例（平成２０年北
海道条例第５６号）第３０条に規定する北海道景観審議会」に改める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

北海道営住宅条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成２０年７月１日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第７６号

北海道営住宅条例施行規則の一部を改正する規則
北海道営住宅条例施行規則（平成９年北海道規則第４２号）の一部を次のように改正する。
別表第１の１の表道公営住宅の部函館市の項中「１，８３６」を「１，７８７」に改め、同別表の２
の表駐車場の部函館市の項中「１，４２６」を「１，３８３」に改める。
別表第４函館市の部旭町団地駐車場の項を削る。
附 則

この規則は、平成２０年７月１日から施行する。

訓 令

北海道訓令第８号

本 庁
出 先 機 関

北海道事務決裁規程の一部を改正する訓令を次のように定める。
平成２０年７月１日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道事務決裁規程の一部を改正する訓令

北海道事務決裁規程（昭和４１年北海道訓令第３号）の一部を次のように改正する。
第７条ただし書中「、出先機関」の次に「（十勝支庁を除く。）」を加え、「、同表」を
「同表」に、「及び第１１項」を「から第１２項まで」に改め、「掲げる事項」の次に「につい
て、十勝支庁長の所管に属する出先機関（保健福祉事務所に限る。）の長にあっては保健福
祉部に係るもののうち同表の第８項及び第９項に掲げる事項について、十勝支庁長の所管に

属する出先機関（土木現業所に限る。）の長にあっては同表の第８項及び第９項に掲げる事
項について、十勝支庁長の所管に属する出先機関（家畜保健衛生所及び食肉衛生検査所に限
る。）の長にあっては同表の第５項及び第８項から第１２項までに掲げる事項」を加える。
別表第３中第１２項を第１３項とし、第１１項を第１２項とし、第１０項を第１１項とし、第９項の次
に次の１項を加える。
１０ 一般職に属する非常勤職員及び臨時的任用職員を任免すること。

附 則

この訓令は、平成２０年７月１日から施行する。

告 示

北海道告示第４３６号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、平成２０年６月２０日、北
生振土地改良区の定款の変更を認可した。
平成２０年７月１日

北海道知事 高 橋 はるみ

北海道告示第４３７号

次のとおり道営土地改良事業の工事を完了したので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５
号）第１１３条の２第３項の規定により公告する。
平成２０年７月１日

北海道知事 高 橋 はるみ
地 区 名 事 業 の 種 類 完了年月日
渡島中央 かんがい排水［国営附帯］ 平成２０．３．１０
大 中 山 農地保全整備（農地保全） 同 １９．１０．１６

北海道告示第４３８号

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第５９条第１項の規定により、次のとおり都市計画事
業を認可した。
平成２０年７月１日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 施行者の名称 函館市
２ 都市計画事業の
種類及び名称

函館圏都市計画道路事業（３・４・６６号日吉中央通）

３ 事業施行期間 平成２０年７月１日から平成２７年３月３１日まで
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４ 事 業 地
収 用 の 部 分 函館市日吉町１丁目及び日吉町２丁目地内

北海道告示第４３９号

建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第１５条第３号の規定に基づき、同条第１号及び第２号
と同等以上の知識及び技能を有する者を、次のとおり定める。
平成２０年７月１日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 次の表のア欄に掲げる学校において、同表のイ欄に掲げる科目を修めて卒業した後、同
表のウ欄に掲げる年数以上の建築実務（建築士法第１４条第１号に規定する建築実務をいう。
以下同じ。）の経験を有する者

ア イ ウ

学校教育法（昭和
２２年法律第２６号）
による大学又は高
等専門学校

平成２０年国土交通省告示第７４３号の第１に規定する
科目（同告示第１各号中「４０単位」とあるのは、
「３０単位」と読み替えるものとする。）

１年

平成２０年国土交通省告示第７４３号の第１に規定する
科目（同告示第１各号中「４０単位」とあるのは、
「２０単位」と読み替えるものとする。）

２年

防衛省設置法（昭
和２９年法律第１６４
号）による防衛大
学校、職業能力開
発促進法（昭和４４
年法律第６４号）に
よる職業能力開発
総合大学校、職業
能力開発大学校又
は職業能力開発短
期大学校

平成２０年国土交通省告示第７４３号の第１に規定する
科目 ０年

平成２０年国土交通省告示第７４３号の第１に規定する
科目（同告示第１各号中「４０単位」とあるのは、
「３０単位」と読み替えるものとする。）

１年

平成２０年国土交通省告示第７４３号の第１に規定する
科目（同告示第１各号中「４０単位」とあるのは、
「２０単位」と読み替えるものとする。） ２年

学校教育法による
高等学校又は中等
教育学校

平成２０年国土交通省告示第７４４号の第１に規定する
科目（同告示第１各号中「２０単位」とあるのは、
「１５単位」と読み替えるものとする。）

４年

注 イ欄に掲げる科目の単位の計算方法は、学校教育法による大学（短期大学を除く。）に
あっては大学設置基準（昭和３１年文部省令第２８号）の規定の例によるものとし、学校教育
法による短期大学にあっては短期大学設置基準（昭和５０年文部省令第２１号）の規定の例に
よるものとし、学校教育法による高等専門学校にあっては高等専門学校設置基準（昭和３６

年文部省令第２３号）の規定の例によるものとし、防衛省設置法による防衛大学校又は職業
能力開発促進法による職業能力開発総合大学校若しくは職業能力開発大学校にあっては大
学設置基準の規定の趣旨に準じて行うものとし、職業能力開発促進法による職業能力開発
短期大学校にあっては短期大学設置基準の規定の趣旨に準じて行うものとし、学校教育法
による高等学校又は中等教育学校にあっては高等学校学習指導要領（平成１１年文部省告示
第５８号）の規定の例によるものとする。
２ 次の表のア欄に掲げる学校を卒業したことを入学資格とする学校教育法による専修学校
又は各種学校において、修業年限が同表のイ欄に掲げる年数以上で、同表のウ欄に掲げる
科目を修めて卒業した後、それぞれの区分に応じ、同表のエ欄に掲げる年数以上の建築実
務の経験を有する者

ア イ ウ エ

学校教育法による
高等学校若しくは
中等教育学校又は
旧中等学校令によ
る中等学校

２年

平成２０年国土交通省告示第７４３号の第１
に規定する科目 ０年

平成２０年国土交通省告示第７４３号の第１
に規定する科目（同告示第１各号中「４０
単位」とあるのは、「３０単位」と読み替
えるものとする。）

１年

平成２０年国土交通省告示第７４３号の第１
に規定する科目（同告示第１各号中「４０
単位」とあるのは、「２０単位」と読み替
えるものとする。）

２年

１年 平成２０年国土交通省告示第７４４号の第１
に規定する科目 ３年

学校教育法による
中学校 ２年

平成２０年国土交通省告示第７４４号の第１
に規定する科目（同告示第１各号中「２０
単位」とあるのは、「１５単位」と読み替
えるものとする。）

４年

１年

平成２０年国土交通省告示第７４４号の第１
に規定する科目（同告示第１各号中「２０
単位」とあるのは、「１０単位」と読み替
えるものとする。）

５年

注 ウ欄に掲げる科目の単位の計算方法は、学校教育法による専修学校にあっては専修学校
設置基準（昭和５１年文部省令第２号）の規定の例によるものとし、学校教育法による各種
学校にあっては専修学校設置基準の規定の趣旨に準じて行うものとする。
３ 次の表のア欄に掲げる学校を卒業した後、さらに職業能力開発促進法（昭和４４年法律第
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６４号）による職業能力開発校、職業能力開発促進センター若しくは障害者職業能力開発校
又は認定職業訓練において、修業年限が同表のイ欄に掲げる年数以上で、同表のウ欄に掲
げる科目を修めて卒業した後、それぞれの区分に応じ、同表のエ欄に掲げる年数以上の建
築実務の経験を有する者

ア イ ウ エ

学校教育法による
高等学校若しくは
中等教育学校又は
旧中等学校令によ
る中等学校

３年

平成２０年国土交通省告示第７４３号の第１
に規定する科目（同告示第１各号中「４０
単位」とあるのは、「３０単位」と読み替
えるものとする。）

１年

２年

平成２０年国土交通省告示第７４３号の第１
に規定する科目（同告示第１各号中「４０
単位」とあるのは、「２０単位」と読み替
えるものとする。）

２年

１年 平成２０年国土交通省告示第７４４号の第１
に規定する科目 ３年

学校教育法による
中学校 ３年 平成２０年国土交通省告示第７４４号の第１

に規定する科目 ３年

２年

平成２０年国土交通省告示第７４４号の第１
に規定する科目（同告示第１各号中「２０
単位」とあるのは、「１５単位」と読み替
えるものとする。）

４年

１年

平成２０年国土交通省告示第７４４号の第１
に規定する科目（同告示第１各号中「２０
単位」とあるのは、「１０単位」と読み替
えるものとする。）

５年

注 ウ欄に掲げる科目の単位の計算方法は、専修学校設置基準の規定の趣旨に準じて行うも
のとする。
４ この告示の施行の日（以下「施行日」という。）前に昭和４８年北海道告示第１３３６号（建
築士法による知識及び技能を有すると認める者の決定）第１号から第１６号まで（以下「旧
告示第１号等」という。）に掲げる課程を修めて卒業し、建築に関する実務の経験をこれ
らの課程に応じてそれぞれ旧告示第１号等に定める年数に満たない年数しか有しない者で、
施行日以後に施行日前の建築に関する実務の経験年数と施行日以後の建築実務の経験年数
を合わせてこれらの課程に応じてそれぞれ旧告示第１号等に定める年数以上有することと
なる者
５ 施行日前から引き続き旧告示第１号等に掲げる課程に在学する者で、施行日以後にこれ

らの課程を修めて卒業した後、これらの課程の種類に応じてそれぞれ旧告示第１号等に定
める年数以上の建築実務の経験を有することとなる者
６ 前各号に掲げる者のほか、知事が建築士法第１５条第１号及び第２号と同等以上の知識及
び技能を有すると認める者
附 則

１ この告示は、建築士法等の一部を改正する法律（平成１８年法律第１１４号）の施行の日
（平成２０年１１月２８日）から施行する。
２ 昭和４８年北海道告示第１３３６号（建築士法による知識及び技能を有すると認める者の決
定）は、廃止する。

支 庁 告 示

北海道十勝支庁告示第５５号

次のとおり一般競争入札（以下「入札」という。）を実施する。
なお、この入札に係る調達は、１９９４年４月１５日マラケシュで作成された政府調達に関する
協定の適用を受ける。
平成２０年７月１日

北海道十勝支庁長 岡 本 光 昭
１ 入札に付する事項
� 調達をする物品等の名称及び数量
ア リール式散水施設（φ７５以上、Ｌ＝２７０�以上、散幅６０�以上、レインガン型加圧

ブースターポンプ付き） ３０台
イ リール式散水施設（φ７５以上、Ｌ＝２７０�以上、散幅４５�以上、レインガン型加圧

ブースターポンプ付き） ６台
ウ 直 管（φ７５以上、Ｌ＝６�以上） ８５３本
エ 直 管（φ７５以上、Ｌ＝３�以上） ３本
オ 直 管（φ７５以上、Ｌ＝２�以上） ５本
カ 直 管（φ７５以上、Ｌ＝１�以上） ５本
キ ベ ン ド 管（φ７５以上、９０°） ６２個
ク ベ ン ド 管（φ７５以上、６０°） １０個
ケ チ ー ズ 管（φ７５×７５以上） ３個
コ 立 ち 上 が り 管（φ７５以上） １０１個
サ 立ち上がり取水管（φ７５以上） ４３個
シ エ ン ド 管（φ７５以上） ４６個
ス 町野式異形ジョイント（取水栓用） ４０個
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セ 町野式異形ジョイント（多目栓用） ２４個

ソ 合成ゴム製ホース（φ７５以上、Ｌ＝２０�以上） １本

� 調達をする物品等の仕様等 入札説明書及び要求仕様書による。

� 納 入 期 日 平成２１年３月２５日

� 納 入 場 所 北海道十勝支庁長が別途指示する場所

２ 入札に参加する者に必要な資格

次のいずれにも該当すること。

� 平成１９年北海道告示第１３号又は平成２０年北海道告示第４３号に規定する物品の購入の資

格を有すること。

� 道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。

� 当該調達物品に関し、アフターサービス・メンテナンスの体制が整備されている者で

あること。

３ 条件付一般競争入札参加資格の審査

� この入札は、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の５の２の規定によ

る条件付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定め

るところにより、２の�に掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければならな
い。

ア 申 請 の 時 期 平成２０年７月１日から７月３１日まで

イ 申 請 の 方 法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しな

ければならない。

ウ 申請書類の提出先 郵便番号０８０－８５８８ 帯広市東３条南３丁目

北海道十勝支庁地域振興部総務課

� 審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。

４ 契約条項を示す場所

北海道十勝支庁地域振興部総務課

５ 入札執行の場所及び日時

� 入 札 場 所 帯広市東３条南３丁目 北海道十勝合同庁舎４階Ａ会議室

（送付による場合は、郵便番号０８０－８５８８ 帯広市東３条南３

丁目 北海道十勝支庁地域振興部総務課）

� 入 札 日 時 平成２０年８月１９日 午後２時（送付による場合は、平成２０年

８月１８日までに必着）

� 開 札 場 所 �に同じ。
� 開 札 日 時 �に同じ。
６ 入 札 保 証 金

� 平成１６年北海道告示第４４８号の１の�及び�による。
７ 一連の調達契約に関する事項

この契約による調達後において調達が予定される物品等の名称、数量及びその入札の公

告の予定時期

� 名 称 及 び 数 量 リールマシン ２台

� 予 定 時 期 平成２０年８月頃

８ 入札説明書の交付に関する事項

� 交 付 場 所 ４に同じ。

� 交 付 方 法 �の場所で交付する。
なお、郵送による交付を希望する場合は、Ａ４判用紙が入る

返信用封筒（あて先を明記したもの）及び重量１１０グラムに見

合う郵便料金に相当する郵便切手又は国際返信切手券を添えて、

契約に関する事務を担当する組織に申し込むこと。

９ 落札者の決定方法及び契約書の要否

平成１６年北海道告示第４４８号の２の�のア及び３の�による。
１０ そ の 他

平成１６年北海道告示第４４８号の４の�、�、�、	、
及び�から�までによるほか、
次による。

契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地

� 名 称 北海道十勝支庁地域振興部総務課

� 所 在 地 郵便番号０８０－８５８８ 帯広市東３条南３丁目

電話番号０１５５－２７－８５０８

１１ Summary

Ａ．Nature and quantity of the products to be procured :

ａ Reel Irrigators (Dimensions of the PE-pipe : Over 75 mm in dia. Over 270 meters in

length) (Self-propelled. Mounted boosting Pump and raingun) 30

ｂ Reel Irrigators (Dimensions of the PE-pipe : Over 75 mm in dia. Over 270 meters in

length) (Self-propelled. Mounted boosting Pump and raingun) 6

ｃ Quick Coupling pipes (Over 75 mm in dia. Length 6.0 mt.) 853

ｄ Quick Coupling pipes (Over 75 mm in dia. Length 3.0 mt.) 3

ｅ Quick Coupling pipes (Over 75 mm in dia. Length 2.0 mt.) 5

ｆ Quick Coupling pipes (Over 75 mm in dia. Length 1.0 mt.) 5

ｇ Bend pipes 90°(Over 75 mm in dia.) 62

ｈ Bend pipes 60°(Over 75 mm in dia.) 10
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ｉ Tees (Over 75 mm x 75 mm in dia.) 3

ｊ Hydrant Tees (Over 75 mm in dia.) 101

ｋ Hydrant openers (Over 75 mm in dia.) 43

ｌ End caps (Over 75 mm in dia.) 46

ｍ Machino Adapters (For the hydrants) 40

ｎ Machino Adapters (For the multi-purpose hydrants) 24

ｏ Irrigation Hoses (Synthetic Rubber) (Over 75 mm in dia. Length : 20.0 mt.) 1

Ｂ．Bid tendering date and time : 2 : 00 P.M., August 19, 2008

(If mailed, bids must arrive no later than August 18.)

Ｃ．Contact : Administrative Division, Department of Regional Promotion, Tokachi

Subprefectural Office, Hokkaido Government, Minami 3, Higasi 3, Obihiro, Hokkaido,

080-8588 Japan

Phone : 0155-27-8508

道 収 用 委 員 会 告 示

北海道収用委員会告示第６号

土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）第４５条の２の規定により、収用の裁決手続の開始を
決定したので、次のとおり公告する。
平成２０年７月１日

北海道収用委員会会長 川 村 昭 範
１ 事 件 名
平成２０年（収）第１号札幌圏都市計画道路事業（３・５・２１号鉄工団地通）収用事件

２ 起業者の名称
札幌市

３ 事業の種類
札幌圏都市計画道路事業（３・５・２１号鉄工団地通）

４ 裁決手続開始を決定する土地

裁 決 手 続 の 開 始 を 決 定 す る 土 地 土 地 所 有 者 土 地 に 関 し て 権 利 を 有 す る 関 係 人

所 在 地 番 地目
登記記録
上の地積
（）

実測地積
（）

収用しよう
とする土地
の面積（）

氏 名 住 所 氏 名 住 所
権 利 の 表 示
受付年月日
・受付番号 種 類

札幌市手稲区
前田１条４丁目 １番３ 宅地 ３０９．０４ ３０９．０３ ２２２．１０ 河 野 幸 人 江別市大麻栄町１２番地の６ なし なし なし なし

５ 裁決手続開始決定の日
平成２０年６月２０日

北海道収用委員会告示第７号

土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）第４５条の２の規定により、収用の裁決手続の開始を
決定したので、次のとおり公告する。
平成２０年７月１日

北海道収用委員会会長 川 村 昭 範
１ 事 件 名
平成２０年（収）第２号北海道縦貫自動車道函館名寄線新設工事（森町字本茅部町地内）

収用事件
２ 起業者の名称
東日本高速道路株式会社

３ 事業の種類
高速自動車国道北海道縦貫自動車道函館名寄線新設工事（北海道茅部郡森町字森川町地
内から同町字霞台地内まで及び北海道茅部郡森町字蛯谷町地内から同町字本茅部町地内ま
で）
４ 裁決手続開始を決定する土地

裁 決 手 続 の 開 始 を 決 定 す る 土 地 土 地 所 有 者 土地に関して権利を有する関係人
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所 在 地 番 地目
登記記録
上の地積
（）

実測地積
（）

収用しよう
とする土地
の面積（）

氏 名 住 所 氏 名 住 所
権 利 の 表 示
受付年月日
・受付番号 種 類

茅部郡森町
字本茅部町 ２５３番 畑 ７，３４８ ８，２００．５１ ４，１５９．０７

（亡）中田竹太郎法
定相続人

法定持分８分の１
石 村 慶 子

法定持分８分の１
阿 部 惠 子

法定持分８分の１
大 谷 美代子

法定持分８分の１
中 田 幸 男

法定持分８分の１
樋 口 詔 子

法定持分８分の１
大 谷 敏 子

法定持分８分の１
照 井 京 子

法定持分１６分の１
中 田 惠美子

法定持分３２分の１
中 田 一 幸

法定持分３２分の１
原 田 真紀子

東京都中野区大和町３丁目２番６号

秋田県横手市大森町字西野５２番地４

東京都台東区谷中２丁目５番２４号ダイ
ワマンション４０１

福島県東白川郡鮫川村大字富田字中沢
４８１番地

神奈川県川崎市川崎区大島５丁目１３番
１７－３０１号大島住宅

東京都台東区谷中２丁目５番２４号ＯＮ
ビル

秋田県横手市清川町９番１４号

秋田県横手市大森町字菅生田２４５番地
１１５

秋田県大仙市大曲田町２１番２７号

岩手県盛岡市手代森１４地割１６番地３２１

なし なし なし なし

５ 裁決手続開始決定の日

平成２０年６月２０日

正 誤

○平成２０年３月３１日（号外第２号）

北海道規則第１８号（北海道保健所条例施行規則の一部を改正する規則）中に次のとおり誤
りがあったので訂正する。
ページ 欄 行
６ 右 １１
誤 別表水の項中
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正 別表水の項（簡易専用水道検査に係る部分を除く。）中

毎 週 火 ・ 金 曜 日 発 行 （購読料金（送料とも）は月額３，０９０円） 発 行 北 海 道
編 集 総務部人事局法制文書課
印 刷 富 士 プ リ ン ト 株 式 会 社

８北 海 道 公 報 第����号平成２０年７月１日（火曜日）


